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                                            2022 年 3 月 11 日

中国 電 力株 式 会社 代 理人 末国 陽 夫様 松村 和 明様

                  上関 原発 を 建て さ せな い 祝島 島 民の 会

                              代 表 清 水 敏保

       令 和 4 年 1 月 14 日 付 け 文 書 へ の反 論 及 び 質 問 書

貴職 が令 和 4 年 1 月 14 日付 けで 送付 さ れ た文 書(以下 、「4.1.14 文書」とい う)に つ

いて 、下 記の とお り 、反 論い たし ま す。

記

１ ．「 損 失 補償 を 欠 いた 違 法な 調 査 」に つ い て

1-1.2000 年 補 償 契 約 は 違 法 で あ る

(1) 要 綱 ・ 基 準 ・ 細 則 に 反 し た 損 失 補 償 は 違 法

憲 法 29 条 3 項 は 、公 共 事 業・公 益 事 業 に は「 正 当 な 補 償 」が 必 要 で あ る 旨 規 定 し て い ま

す が 、こ の「 正 当 な 補 償 」を 実 現 す る た め に 、任 意 取 得 と 強 制 取 得 と を つ う じ て 適 用 さ れ る

統 一 的 な 補 償 基 準 と し て 定 め ら れ た の が 「 公 共 用 地 の 取 得 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 要 綱 」（ 昭 和

37 年 閣 議 決 定 、 以 下 、「 要 綱 」 と い う ） で す 。

さ ら に 、要 綱 に 基 づ い て 、用 地 対 策 連 絡 会 1が「 公 共 用 地 の 取 得 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 」（ 以

下 、「 基 準 」 と い う ） 及 び 「 公 共 用 地 の 取 得 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 細 則 」（ 以 下 、「 細 則 」 と い

う ） を 定 め て い ま す 。 電 力 会 社 も ま た 、「 電 源 開 発 等 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 」 及 び 「 電 源 開 発

等 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 細 則 」 を 要 綱 ・ 基 準 ・ 細 則 に 準 拠 し て 定 め て い ま す 。

し た が っ て 、 要 綱 ・ 基 準 ・ 細 則 に 反 し た 損 失 補 償 は 、 憲 法 29 条 3 項 に い う 「 正 当 な 補

償 」 に あ た ら な い 「 違 法 な 損 失 補 償 」 に な り ま す 。

(2)漁 労 制 限 補 償 に は 期 間 の 特 定 が 必 要

工 事 や 調 査 の た め に 一 定 期 間 海 面 を 使 用 す る に は 制 限 補 償（ 漁 労 制 限 補 償 ）が 必 要 で す が 、

細 則 第 13 は 、 漁 労 制 限 補 償 の 算 定 に 制 限 期 間 年 数 n の 特 定 が 必 要 で あ る こ と を 定 め て い

ま す 。制 限 期 間 年 数 n を 特 定 す る 際 に は 、当 然 の こ と な が ら 、開 始 日・終 了 日 の 特 定 が 必 要

で す 。 2

と こ ろ が 、 貴 職 は 、 4.1.14 文 書 で 「 漁 業 補 償 契 約 は 、 ‥ 『 調 査 な ら び に 発 電 所 の 建 設 お

よ び 運 転 』と い っ た 長 期 間 を 前 提 に 約 定 し て い ま す か ら 、こ れ に は 、当 然 、こ の た び の 海 上

ボ ー リ ン グ 調 査 も 含 ま れ ま す 」 と 回 答 さ れ て い ま す 。

こ の 回 答 は 、「 発 電 所 の 建 設 お よ び 運 転 」 と い っ た 長 期 間 の 間 に 、 期 間 を 特 定 せ ず に 何 時

で も 何 度 で も 調 査 し 得 る と 言 明 さ れ て い る に ほ か な ら ず 、ｎ の 特 定 が 必 要 と 規 定 し て い る 細

1 全国各地の公共・公益事業者の用 地取得に関する連絡会 。
2 埋立免許 の出願や一般海域占用許可の申請には、工事や調査の施行に要する期間（開始日・ 終了

日）の記載が必要であり、埋立免許 ・一般海域占用 許可 には特定された期間が記される。
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則 第 13 に 反 し て い る こ と は 明 ら か で す 。

ち な み に 、こ の 回 答 は 、消 滅 補 償 、制 限 補 償（ 漁 労 制 限 補 償 ）, 制 限 補 償（ 漁 場 価 値 減 少

補 償 ）、 影 響 補 償 と い う 補 償 の 種 類 の 違 い を 無 視 し て い ま す 。

消 滅 補 償 は 、 海 面 が 陸 地 化 す る こ と に よ っ て 漁 業 権 が 消 滅 す る こ と に 対 す る 補 償 で す か

ら 、陸 地 化 後 に は 、一 定 の 漁 業 損 害 が 永 久 に 生 じ ま す 。制 限 補 償 の う ち の 漁 場 価 値 減 少 補 償

も 、 工 作 物 等 が で き た 後 に そ の 周 辺 の 海 域 で 一 定 の 漁 業 損 害 が 半 永 久 的 に 生 じ ま す 。「 永 久

制 限 補 償 」 と も 呼 ば れ る 所 以 で す 。 発 電 開 始 後 の 温 排 水 に 伴 う 補 償 も こ れ に あ た り ま す 。

他 方 、制 限 補 償 の う ち の 漁 労 制 限 補 償 は 、工 事・調 査 等 の 一 定 期 間 の 間 に 漁 業 が 操 業 で き

な く な る こ と に 対 す る 補 償 で す か ら 、期 間 の 特 定 が な け れ ば 算 定 で き ず 、ま た 工 事 や 調 査 が

実 施 さ れ る 度 に 補 償 額 が 増 加 し て い き ま す 。「 一 時 制 限 補 償 」 と も 呼 ば れ る 所 以 で す 。

し か る に 、 4.1.14 文 書 は 、 発 電 所 運 転 に 伴 う 「 温 排 水 に 因 る 漁 場 価 値 減 少 」 に 対 す る 永

久 制 限 補 償 を 利 用 し て 、一 時 制 限 補 償 の 期 間 も「 長 期 」で あ る と し 、し た が っ て「 期 間 特 定

の 必 要 が な い 」 と 回 答 し て い る の で す 。 こ の 回 答 に 基 づ け ば 、「 長 期 」 の 間 に 調 査 を 何 度 実

施 し よ う と 、そ れ ぞ れ の 調 査 期 間 が ど の 程 度 で あ ろ う と 補 償 額 に は 変 わ り な い こ と に な り ま

す か ら 、 違 法 で あ る う え に 条 理 に も 反 す る 独 自 の 見 解 と い う ほ か あ り ま せ ん 。

端 的 に 言 え ば 、当 会 が「 一 時 制 限 補 償 の 制 限 期 間 を 如 何 に 定 め た か 」を 尋 ね て い る の に 対

し て 、貴 職 は「 永 久 制 限 補 償 の 制 限 期 間 は 長 期 で あ る 」と 的 外 れ の 回 答 を さ れ て い る に す ぎ

ま せ ん 。

調 査 に 伴 う 補 償 は 一 時 制 限 補 償 で す の で 、 制 限 期 間 年 数 n 及 び 開 始 日 ・ 終 了 日 を 具 体 的

な 数 字 で 示 さ な い 限 り 、 回 答 し た こ と に は な り ま せ ん 。

(3)2000 年 補 償 契 約 は 要 綱 ・ 基 準 ・ 細 則 に 違 反 し て い る

4.1.14 文 書 の み な ら ず 、2000 年 補 償 契 約 じ た い 、 要 綱 ・ 基 準 ・ 細 則 に 反 し て い る 点 を

い く つ も 含 ん で い ま す 。 主 な も の を 例 示 す る と 次 の と お り で す 。

①「 包 括 的 な補 償 」 額 の算 定 をしている（ 細 則 第 7 違 反 ）

細 則 第 7 は 、 漁 業 補 償 額 を 算 定 す る 際 に 、 魚 価 を 地 域 別 、 時 期 別 の 格 差 を 勘 案 し た 価

格 と し て 算 定 す べ き こ と 、自 家 労 働 費 を 漁 業 別 、漁 法 別 及 び 漁 業 規 模 別 に 算 定 す べ き こ と

等 を 規 定 し て い ま す 。

に も か か わ ら ず 、中 国 電 力 は 、許 可 漁 業 、自 由 漁 業 、漁 業 権 漁 業 す ら 区 別 せ ず 、光 熊 毛

地 区 の 漁 獲 高 全 般 を も と に 「 包 括 的 な 補 償 」 額 の 算 定 を し て い ま す 。

そ の こ と は 、 大 瀬 戸 聰 中 国 電 力 上 関 原 子 力 発 電 所 準 備 事 務 所 長 か ら の 当 会 宛 て 回 答 書

（ 2019 年 12 月 10 日 付 け ） に 次 の よ う に 記 さ れ て い ま す 。

許 可 漁 業 および自 由 漁 業 に対 する補 償 につきましても、上 記 漁 業 補 償 金 （ 2000 年 補 償 契 約 に基

づき支 払 われた補 償 金 ） が漁 業 権 漁 業 との区 別 なく光 熊 毛 地 区 の漁 獲 高 全 般 をもとに算 出 された

ものであることから、包 括 的 な補 償 により既 に解 決 しているものと考 えております。（ 括 弧 内 は引 用 者 ）

②「 個 別 払 いの原 則 」 に基 づいていない（ 要 綱 第 5 条 ・ 基 準 第 5 条 違 反 ）

要綱 第 5 条・ 基準 第 5 条 は、「 損失 の補 償 は、 各人 別に する も のと する 」と 「 個別

払い の原 則」 を規 定 して いま す。
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にも かか わら ず 、中 国 電力 は 、上 記の よう に 、各 人別 どこ ろか 漁 業別 や漁 法別 等す

ら一 切し ない 「包 括 的な 補償 」を し てい ま す。

⓷権 利 者 に補 償 していない（ 要 綱 第 ４ 条 ・ 基 準 第 ４ 条 違 反 ）

要 綱 第 ４ 条 ・ 基 準 第 ４ 条 は 、「 損 失 の 補 償 は 、 ‥ 土 地 等 の 権 利 者 に 対 し て す る も の と す

る 」 と 規 定 し て い ま す 。

許 可 漁 業・自 由 漁 業 の 権 利 者 は 、当 該 権 利 に 漁 協 や 共 同 漁 業 権 管 理 委 員 会 が 如 何 に 関 与

し よ う と も 当 該 漁 業 を 営 む 漁 業 者 で あ る こ と に は 変 わ り あ り ま せ ん 。

に も か か わ ら ず 、中 国 電 力 は 、2000 年 補 償 契 約 に お い て 、共 第 107 号 共 同 漁 業 権 管

理 委 員 会 、 四 代 漁 協 、 及 び 上 関 漁 協 に 補 償 金 を 支 払 っ て い ま す 。

埋 立 等 に 際 し て 漁 協 が 補 償 金 を 一 括 し て 受 領 す る こ と は 珍 し い こ と で は あ り ま せ ん が 、

そ の 際 に は 、補 償 金 の 受 領 主 体 で あ る 権 利 者 か ら 委 任 状 を 取 っ て お く 必 要 が あ り ま す 。そ

の こ と は 、 次 の 水 産 庁 通 達 に 示 さ れ て い る と お り で す 。

〇昭 和 51 年 ３ 月 13 日 漁 政 部 長 通 達

漁 業 協 同 組 合 が組 合 員 の漁 業 に関 する損 害 賠 償 の請 求 、受 領 及 び配 分 を行 うことは、組 合 とい

う社 会 的 公 益 的 組 織 体 の存 立 目 的 の範 囲 内 の行 為 であり、組 合 の行 いうる業 務 には含 まれると解

する。

また、この場 合 において、関 係 海 面 においても漁 業 を行 っている組 合 員 からの委 任 行 為 が必 要 と

解 する。

山 口 県 も 、2005 年 ７ 月 ６ 日 県 議 会 農 林 水 産 委 員 会 に お い て 、池 永 審 議 監（ 当 時 ）が 、

｢許 可 漁 業 ･自 由 漁 業 に 関 す る 利 益 は 、組 合 員 個 人 に 帰 属 す る の で 、漁 協 等 が 一 括 し て 補 償

契 約 を 行 う 場 合 に は 、 委 任 行 為 が 必 要 で あ る ｣旨 答 弁 し て い ま す 。

  し か し 、共 同 漁 業 権 管 理 委 員 会 は 、祝 島 漁 民 か ら の 何 の 委 任 行 為 も な い ま ま に 補 償 金 を

受 領 し 、そ の 後 、８ 漁 協 間 に 配 分 し よ う と し た も の の 、旧 祝 島 漁 協（ 現 山 口 県 漁 協 祝 島 支

店 ） の 分 は 受 領 を 拒 ま れ て い る た め 、 山 口 県 漁 協 に 預 け ら れ た ま ま に な っ て い ま す 。

こ の よ う な 結 果 を 招 い て い る 原 因 は 、何 よ り 、祝 島 漁 民 か ら の 何 の 委 任 行 為 も な い ま ま

に 要 綱 第 ４ 条 ・ 基 準 第 ４ 条 に 反 し て 共 同 漁 業 権 管 理 委 員 会 が 中 国 電 力 と 2000 年 補 償 契

約 を 締 結 し た こ と に あ り ま す 。

以 上 の ① ～ ③ に 基 づ く だ け で も 、2000 年 補 償 契 約 が 要 綱・基 準・細 則 に 違 反 し て い る こ

と 、 し た が っ て 同 契 約 に 基 づ く 補 償 が 憲 法 29 条 3 項 に い う 「 正 当 な 補 償 」 に あ た ら な い

こ と は 明 ら か で す 。

祝 島 漁 民 の「 自 由 漁 業 の 権 利 」は 、財 産 権 で あ り 、そ れ を 侵 害 す る に は 権 利 者 か ら の 同 意

取 得 及 び 損 失 補 償 が 必 要 で す 。ま た 、財 産 権 侵 害 に 係 る 行 政 処 分（ 本 件 で は 埋 立 免 許 ）に は

憲 法 31 条 に 基 づ き 「 告 知 ・ 聴 聞 の 機 会 」 を 設 け る 等 の 「 適 正 手 続 」 が 必 要 で す 。 3

3 松山地裁昭和 43 年 7 月 23 日 決定 は、憲法 31 条は行政手続についても適用されると解され、公有

水面埋立法４ 条３ 号（現４ 条３ 項３ 号）に基づく埋立 承認処分は、その埋立施行区域に漁業権を有す

る者がいる場合には、その者に告知、聴聞の機会を与えることが要請されるところ、その機会が与えられ

ていないから本件埋立承認処分は憲法 31 条に違反する疑いがある、と判示している。
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に も か か わ ら ず 、違 法 な 補 償 契 約 に よ っ て 祝 島 漁 民 の 同 意 取 得 も 損 失 補 償 も な さ れ な い ま

ま 、ま た 適 正 手 続 も 取 ら れ な い ま ま 、祝 島 漁 民 の 財 産 権 が 違 法 に 侵 害 さ れ よ う と し て い る こ

と に な り ま す 。

1-2.広 島 高 裁 判 決 に つ い て

(1) 広 島 高 裁 判 決 は 「 適 法 な 補 償 契 約 」 を 前 提 と し て い る

4.1.14 文 書 は 、「 祝 島 漁 民 が ボ ー リ ン グ 予 定 海 域 に お い て 許 可 漁 業・自 由 漁 業 自 体 を 行 う

こ と が で き な く な っ た 」と 主 張 す る う え で 、2000 年 補 償 契 約 に 関 し て 、広 島 高 裁 平 成 19

年 6 月 15 日 判 決 か ら 次 の 部 分 を 引 用 し て い ま す 。

８ 漁 協 所 属 の組 合 員 は、他 の各 漁 協 の地 先 において行 う許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 については、その得

喪 変 更 に当 たる場 合 を含 めて、管 理 委 員 会 の協 議 決 定 に委 ねる権 限 を自 己 の属 する漁 協 に与 えてい

たと解 するのが相 当 である。そうすると、管 理 委 員 会 が漁 業 補 償 契 約 を締 結 したことによって、被 控 訴

人 らは、A,B 各 海 域 における許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について拘 束 を受 け、漁 業 権 消 滅 区 域 等 を含 む A,B

各 海 域 における許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について諸 迷 惑 受 忍 義 務 を負 担 するとともに、そのうちの漁 業 権

消 滅 区 域 においては、許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 自 体 を行 うことができなくなったというべきである。よって、漁

業 権 消 滅 区 域 等 を含 む A,B 各 海 域 において、被 控 訴 人 らが諸 迷 惑 受 忍 義 務 を負 担 していないことの

確 認 請 求 並 びに許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 を行 わない義 務 を負 担 していないことの確 認 請 求 は、いずれも理

由 がない。（ 下 線 引 用 者 ）

  こ の 判 示 事 項 は 、下 線 部 分 が 示 す よ う に 、2000 年 漁 業補 償契 約の 締結 を 根拠 とし てお

り、 した がっ て、 2000 年 漁業 補償 契約 が 適法 であ るこ とを 前 提と して いま す 。 4

し か し 、1-1 で 述 べ た よ う に 、2000 年 漁 業補 償契 約は 違法 な 契約 です から 、上掲 判示

事項 の下 線部 分以 下 は根 拠を 失っ た こと に なり ます 。

(2) 広 島 高 裁 判 決 の 論 理 に 基 づ い て も 「 諸 迷 惑 受 忍 義 務 の 制 限 を 受 け る 」 だ け

4.1.14 文 書 に お け る 広 島 高 裁 判 決 か ら の 引 用 は 上 掲 の と お り で す が 、そ の 前 段 を 含 め て

判 決 文 を 引 用 す る と 次 の と お り で す （ 前 段 部 分 を 青 字 で 示 し ま す ）。

以 上 のとおり， 許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 の操 業 について各 漁 協 と組 合 員 とが密 接 な関 連 性 を有 すること、

管 理 委 員 会 が、以 前 から、許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 についても、各 組 合 員 間 の操 業 の調 整 や公 共 事 業 等

による制 限 について協 議 決 定 し、各 組 合 員 もこれに従 ってきたことにかんがみると、被 控 訴 人 ら組 合 員

は、祝 島 漁 協 に対 し、Ｃ 海 域 で行 う許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について、得 喪 変 更 やこれに準 ずる重 要 な事

項 でない限 り関 係 者 間 で調 整 を行 い、操 業 方 法 や内 容 を決 定 する権 限 を与 えていたと認 めるのが相

当 である。そして、祝 島 漁 協 は、８ 漁 協 間 で行 使 契 約 を締 結 することにより被 控 訴 人 らがＣ 海 域 で行 う

漁 業 の行 使 方 法 については， 許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 についての制 限 も含 め管 理 委 員 会 での協 議 決 定

に委 ねたことになる。

そして， 諸 迷 惑 受 忍 義 務 の内 容 が許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 の得 喪 変 更 やこれに準 ずる重 要 な事 項 に

4 広島高裁 平成 19 年 6 月 15 日 判決の訴訟においては 2000 年補償契約の適法性について争われ

ていなかったため、判決で言及する必要はなかった。



5

該 当 しないことは漁 業 権 漁 業 について述 べたところと同 様 である。

そうすると、被 控 訴 人 らは、管 理 委 員 会 が漁 業 補 償 契 約 を締 結 してＣ 海 域 における諸 迷 惑 受 忍 義

務 を認 めたことにより、Ｃ海 域 については漁 業 権 漁 業 のみならず， 許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 についても漁 業

補 償 契 約 の拘 束 を受 け、諸 迷 惑 受 忍 義 務 の制 限 を受 けることになる。

また、許 可 漁 業 ･自 由 漁 業 は、共 同 漁 業 権 の漁 場 区 域 内 においては共 同 漁 業 を妨 害 しない限 りに

おいて認 められるに過 ぎず、また管 理 委 員 会 が許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 を含 め、漁 業 調 整 を行 なってきた

実 態 などから、８ 漁 協 所 属 の組 合 員 は、Ａ 海 域 及 びＢ 海 域 における許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 については、

その得 喪 変 更 にあたる場 合 も含 め管 理 委 員 会 の協 議 決 定 に委 ねる権 限 を自 己 の漁 協 に与 えていたと

解 するのが相 当 である。そうすると、管 理 委 員 会 が漁 業 補 償 契 約 を締 結 したことによって、被 控 訴 人 ら

は、A,B 各 海 域 における許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について拘 束 を受 け、漁 業 権 消 滅 区 域 等 を含 む A,B 各

海 域 における許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について諸 迷 惑 受 忍 義 務 を負 担 するとともに、そのうちの漁 業 権 消

滅 区 域 においては、許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 自 体 を行 うことができなくなったというべきである。よって、漁 業

権 消 滅 区 域 等 を含 む A,B 各 海 域 において、被 控 訴 人 らが諸 迷 惑 受 忍 義 務 を負 担 していないことの確

認 請 求 並 びに許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 を行 わない義 務 を負 担 していないことの確 認 請 求 は、いずれも理 由

がない。

上 掲 引 用 文 を 理 解 す る に は 、A 海 域 、B 海 域 、Ｃ 海 域 及 び 共 同 漁 業 権 行 使 規 約 に つ い て の

知 識 が 必 要 で す が 、 次 の と お り で す 。

A 海 域 は上 関 漁 協 に免 許 されている共 同 漁 業 権 の漁 場 区 域 ,B 海 域 は四 代 漁 協 に免 許 されてい

る共 同 漁 業 権 の漁 場 区 域 で あり、両 漁 協 とも 2000 年 補 償 契 約 における漁 業 権 消 滅 区 域 について漁

業 権 放 棄 決 議 を挙 げている。また 、C 海 域 は ８ 漁 協 共 有 の共 同 漁 業 権 の漁 場 区 域 で あり、温 排 水 の

影 響 を 受 け るが 、判 決 は 、「 温 排 水 の 影 響 は 、漁 業 権 の 得 喪 変 更 にあた らず 、漁 業 権 の 行 使 方 法 、

漁 業 権 行 使 に関 す る制 限 事 項 に過 ぎない」 として「 共 同 漁 業 権 行 使 規 約 の２ 条 ３ 項 ではなく ２ 条 ４ 項

に該 当 する」 5としている。 6

以 上 を 踏 ま え た う え で 、祝 島 漁 協 組 合 員 の 許 可 漁 業・自 由 漁 業 に つ い て の 青 字 部 分 の 論 理

展 開 を 整 理 す る と 、 次 の よ う に な り ま す 。

ま ず 、C 海 域 で の 許 可 漁 業・自 由 漁 業 に つ い て は 、結 論 と し て「 漁 業 補 償 契 約 の 拘 束 を 受

け 、諸 迷 惑 受 忍 義 務 の 制 限 を 受 け る こ と に な る 」と し て い ま す が 、そ の 理 由 は 次 の C① ～ C

⓷ で す 。

C①祝 島 漁 協 組 合 員 は、祝 島 漁 協 に対 し、Ｃ海 域 で行 う許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 について、得 喪 変 更 やこ

5 ８ 漁協共有 共同漁業権の共同漁業権 行使契約 の 2 条 3 項,2 条 4 項は次のとおりである。

  ２ 条３ 項 漁業権に関する事項であって、各組合の総会議決を必要とする事項 (水産 業協同組合

法 48 条 1 項９ 号及び 10 号に掲げる事項 )については、あらかじめ管理委員会の協議を経

て、各組合の総会の手続を行う。

  ２ 条４ 項 漁業の行使方法、制限事項及び増 殖事業並びに土砂採取及び水面占用 等については

管理委員会において協議決定し、各組合はその決定事項を忠実に履行する。
6 温排水に因る漁業損失は、本論で述べているように「漁場価値減少」であり、漁場価値減少補償

が必要な損失である。したがって、2 条 4 項に該当するとの判決の判断は誤りであるが、本意見書 で

は煩雑さを避けるため、そのまま認めておく。
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れに準 ずる重 要 な事 項 でない限 り関 係 者 間 で調 整 を行 い、操 業 方 法 や内 容 を決 定 する権 限 を与 え

ていた。

C②祝 島 漁 協 は、８ 漁 協 間 で行 使 契 約 を締 結 することにより、祝 島 漁 協 組 合 員 がＣ 海 域 で行 う漁 業 の

行 使 方 法 について、管 理 委 員 会 での協 議 決 定 に委 ねた。

C⓷管 理 委 員 会 が漁 業 補 償 契 約 を締 結 してＣ海 域 における諸 迷 惑 受 忍 義 務 を認 めた。

す な わ ち 、 C① ～ C② に よ れ ば 、 祝 島 漁 協 組 合 員 が 管 理 委 員 会 の 調 整 や 協 議 決 定 に 委 ね た

の は 、「 得 喪 変 更 や こ れ に 準 ず る 重 要 な 事 項 で な い 限 り 」 で あ り 、 し た が っ て 、 補 償 契 約 締

結 に よ っ て 受 け る 拘 束 は 「 諸 迷 惑 受 忍 義 務 」 に す ぎ な い （ C⓷ ） と さ れ て い ま す 。

と こ ろ が 、A・B 海 域 で の 許 可 漁 業・ 自 由 漁 業 に つ い て は 、結 論 と し て「 そ の 得 喪 変 更 に
．．．．．

あ た る 場 合 も 含 め
．．．．．．．．

管 理 委 員 会 の 協 議 決 定 に 委 ね る 権 限 を 自 己 の 漁 協 に 与 え て い た 」（ 傍 点 引

用 者 ） と さ れ て お り 、 そ の 理 由 と し て 、 次 の AB① 及 び AB② が 挙 げ ら れ て い ま す 。

AB①共 同 漁 業 権 の漁 場 区 域 （ A 海 域 及 び B 海 域 ） 内 においては、許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 は、共 同 漁 業

を妨 害 しない限 りにおいて認 められるに過 ぎない。

AB②管 理 委 員 会 が許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 を含 め、漁 業 調 整 を行 なってきた。

管 理 委 員 会 に よ る 許 可 漁 業 ・ 自 由 漁 業 を 含 め た 漁 業 調 整 は 、 C① ,C② に 示 さ れ る よ う に 、

Ｃ 海 域 に つ い て も 行 な わ れ て い ま し た か ら 、な ぜ A・B 両 海 域 で の み「 得 喪 変 更 に あ た る 場

合 も 含 め 」に な る か の 理 由 に は な り ま せ ん 。し た が っ て 、そ の 理 由 は AB① に 求 め る し か あ

り ま せ ん 。

し か し 、A・B 両 海 域 の う ち の 漁 業 権 消 滅 区 域（ 以 下 、「 D 海 域 」と い う ）に つ い て は 、す

で に 四 代 漁 協 及 び 上 関 漁 協 が 漁 業 権 放 棄 を し て い ま す か ら 、 AB① が 該 当 す る は ず は あ り ま

せ ん 。 し た が っ て 、 D 海 域 に お い て は 、 AB① に 基 づ く 結 論 で あ る 「 得 喪 変 更 に あ た る 場 合

も 含 め 」、 管 理 委 員 会 が 協 議 決 定 で き る こ と に は な り ま せ ん 。 8 漁 協 共 有 の 共 同 漁 業 権 が 設

定 さ れ て い る C 海 域 に お い て さ え 自 由 漁 業 を 自 由 に 営 め て い る の に 、 共 同 漁 業 権 が 全 く 存

在 し な く な っ た D 海 域 に お い て 自 由 漁 業 を 自 由 に 営 め な く な っ た は ず が あ り ま せ ん 。

実 際 、 2019 年 ～ 2021 年 の ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 期 間 も 含 め 祝 島 漁 民 が Ｄ 海 域 に お い て

自 由 漁 業 を 営 ん で き た こ と に 関 し 、 管 理 委 員 会 は 何 の 関 与 も し て い ま せ ん 。

以 上 の こ と か ら 、 判 決 の 論 理 に 基 づ い た と し て も 、 ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 海 域 で あ る D 海

域 に お い て は 、漁 業 補 償 契 約 の 拘 束 を 受 け る の は「 得 喪 変 更 や こ れ に 準 ず る 重 要 な 事 項 で な

い 限 り 」 で あ り 、「 諸 迷 惑 受 忍 義 務 の 制 限 を 受 け る 」 だ け に な る こ と は 明 ら か で す 。

以 上 の よ う に 、2000 年 補 償 契 約 が 違 法 で あ る こ と 、及 び 、判 決 の 論 理 に 基 づ い て も Ｄ 海

域 に お い て は「 得 喪 変 更 や こ れ に 準 ず る 重 要 な 事 項 で な い 限 り 」の 制 限 し か 受 け な い こ と か

ら 、ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 海 域（ D 海 域 ）に お い て 自 由 漁 業 を 自 由 に 営 む こ と が で き る こ と は

明 ら か で す 。ま た 、そ の こ と は 、2019 年 ～ 2021 年 の ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 期 間 に お い て 祝

島 漁 民 の 営 む 自 由 漁 業 に 中 国 電 力 は 調 査 へ の 協 力 を お 願 い す る し か な か っ た 事 実 、ま た そ の

状 況 に 管 理 委 員 会 は 何 の 関 与 も し な か っ た 事 実 で 証 明 さ れ て い ま す 。

1-3． 債 権 の消 滅 時 効に つ い て

漁 業 補 償 契 約 は 、漁 業 者 が 埋 立 等 の 実 施 に 同 意 す る こ と 、及 び 埋 立 等 の 事 業 者 が 漁 業 補 償
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を 支 払 う こ と を 内 容 と す る 契 約 で す 。

2000 年 漁 業 補 償 契 約 で は 、中 国 電 力 が 埋 立 等 を 実 施 す る 債 権 を 持 ち 、補 償 金 を 受 け 取 っ

た 漁 業 者 は 埋 立 等 の 実 施 に 対 し て 次 の よ う な 債 務 を 負 う こ と に な っ て い ま す （ 2 条 2 項 ）。

a  漁 業 権 消 滅 区 域 においては「 漁 業 権 等 を放 棄 する」 。

b 漁 業 権 準 消 滅 区 域 7においては「 漁 業 権 を行 使 しない」 。

c 工 事 作 業 区 域 においては「 漁 業 権 を 行 使 しな い」 。

d 発 電 所 温 排 水 に起 因 する一 切 の漁 業 損 失 及 び漁 業 操 業 上 の 諸 迷 惑 を 受 忍 す る。

e  調 査 実 施 に同 意 し、当 該 調 査 な らび に発 電 所 の建 設 お よび運 転 に起 因 す る漁 業 操 業 上 の 諸 迷

惑 を受 忍 す る。

こ の よ う に 、漁 業 者 の 債 務 に は a～ e の 五 種 が あ り ま す が 、う ち a だ け は 、四 代 漁 協・上

関 漁 協 が 漁 業 権 放 棄 決 議 を 挙 げ て 実 現 し て い る も の の 、ｂ ～ e は 、債 権 の 消 滅 時 効 に よ り 既

に 消 滅 し て い ま す 。

貴 職 は 、4.1.14 文 書 に お い て 「 債 権 の 消 滅 時 効 は 同 契 約 に 当 て は ま る も の で は あ り ま せ

ん 」 と 述 べ て お ら れ ま す が 、 何 の 理 由 も 示 さ れ て い ま せ ん の で 貴 職 の 願 望 に 過 ぎ ま せ ん 。

2000 年 補 償 契 約 に 基 づ い て 補 償 金 を 受 領 し た 漁 業 者 は 、そ の 後 現 在 に 至 る ま で ｂ ～ e の

債 務 を 履 行 し て い る よ う で す が 、既 に 債 権 が 消 滅 し て い る に も か か わ ら ず 債 務 履 行 を 要 求 す

れ ば 、 損 害 賠 償 請 求 の 対 象 に な る と 考 え ま す 。

２． 和 解 条項 に つ いて

貴 職 は 、4.1.14 文 書 に お い て 、平 成 26 年 6 月 11 日 付 け 和 解 条 項 の 遵 守 を お 願 い す る

旨 記 さ れ て い ま す が 、既 に 2021 年 9 月 10 日 付 け 貴 職 宛 文 書 に 記 し ま し た よ う に 、「 違 法

な 調 査 に 対 し て 不 作 為 義 務 を 負 う は ず は あ り ま せ ん 」。

貴 職 は 、4.1.14 文 書 に お い て 、「 当 社 と し て も 、裁 判 所 に お い て 和 解 条 項 の 内 容 を 相 互 に

確 認 す る 機 会 を 設 け る こ と も 考 え て い ま す 」と 記 さ れ て い ま す が 、当 会 は 、和 解 条 項 の 内 容

を 否 定 し て い る わ け で は あ り ま せ ん の で 、裁 判 所 に お い て「 和 解 条 項 の 内 容 を 相 互 に 確 認 す

る 機 会 」 を 設 け て も 意 味 が あ り ま せ ん 。

た だ し 、 1-2 に 記 し た 当 会 の 見 解 を 確 認 し た り 、 広 島 高 裁 判 決 に つ い て 当 会 が 抱 い て い

る 疑 問 点（ 事 実 誤 認 や 漁 業 法・公 有 水 面 埋 立 法 に 係 る 疑 問 点 ）に つ い て ご 教 示・ご 説 明 い た

だ け た り す る 機 会 に な る の で あ れ ば 、 む し ろ こ ち ら か ら お 願 い し た い と 思 い ま す 。

3．利 害 関 係人 に つ いて

一 般 海 域 占 用 許 可 の 利 害 関 係 人 に 関 す る 2021 年 1１ 月 ３ ０ 日 付 け 文 書 で の 質 問 事 項 ①

～ ⑧ に つ い て 、 貴 職 は 、 4.1.14 文 書 に お い て 「 山 口 県 条 例 の 定 め に 沿 っ た だ け で あ る 」 旨

の 回 答 を 再 び 繰 り 返 さ れ て い ま す 。

2021 年 1１ 月 ３ ０ 日 付 け 文 書 に 記 し ま し た よ う に 、「 利 害 関 係 人 が 誰 か 」 に つ い て 判 断

7 漁業権準消滅区域とは、護岸用捨石、放 水口その他の発電所設備の設置、海底浚渫、港湾利用お

よび設備点検補修の用に供するための区域とされている。
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す る 責 任 は 事 業 者 に あ り 、事 業 者 が「 県 条 例 に 従 っ た 」と 言 っ て す む こ と で は な い と の 当 会

の 見 解 に は 変 わ り な く 、 こ の 回 答 で は 到 底 納 得 で き ま せ ん 。

し か し 、上 記 質 問 事 項 ① ～ ⑧ に つ い て は 、い ず れ 新 た な 状 況 の 下 で 改 め て 質 問 す る こ と と

し 、 今 回 は 、 以 下 、 4.1.14 文 書 を 踏 ま え た 質 問 を い た し ま す 。

ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 海 域 で は 、2000 年 補 償 契 約 に 基 づ き 、共 同 漁 業 権 が 放 棄 さ れ た こ と

か ら 、 漁 業 権 に 基 づ い て 共 同 漁 業 を 営 む 者 は 皆 無 に な り 、 自 由 漁 業 が 営 ま れ て い ま す 。

山 口 県 の「 一 般 海 域 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 」 第 2 条 第 1 項 第 5 号 は 、一 般 海 域 占

用 許 可 の 申 請 の 際 に は「 利 害 関 係 人 が あ る 場 合 に あ っ て は 、そ の 同 意 書 」を 添 え て 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 旨 規 定 し て い ま す 。

ボ ー リ ン グ 調 査 予 定 海 域 の 上 記 実 態 に 基 づ け ば 、利 害 関 係 人 は 自 由 漁 業 を 営 ん で い る 祝 島

漁 民 に な る に も か か わ ら ず 、 中 国 電 力 は 、「 利 害 関 係 人 は 共 同 漁 業 権 の 免 許 を 受 け て い る 山

口 県 漁 協 の み 」で あ り 、祝 島 漁 民 は 利 害 関 係 人 に 当 た ら な い と し て 一 般 海 域 占 用 許 可 を 申 請

し 、 知 事 の 許 可 を 受 け て い ま す 。

し か し 、 他 方 で 、 貴 職 は 、 4.1.14 文 書 に お い て 「 こ の た び 実 施 す る 海 上 ボ ー リ ン グ 調 査

も 含 め 、 地 質 調 査 の 実 施 に つ い て は 平 成 12 年 の 漁 業 補 償 契 約 に お い て 約 定 し て い ま す 」、

「 漁 業 補 償 契 約 は 、… …『 調 査 な ら び に 発 電 所 の 建 設 お よ び 運 転 』と い っ た 長 期 間 を 前 提 に

約 定 し て い ま す か ら 、こ れ に は 当 然 、こ の た び の 海 上 ボ ー リ ン グ 調 査 も 含 ま れ ま す 」と 記 さ

れ て い ま す 。

調 査 に 伴 う 漁 業 損 失 に 対 し 2000 年 補 償 契 約 で 補 償 を し て 同 意 を 得 た と い う こ と は 、 そ

の 補 償 対 象 で あ る 漁 業 者 が 調 査 の 「 利 害 関 係 人 」 で あ る こ と を 意 味 し ま す 。

し た が っ て 、中 国 電 力 は 、ボ ー リ ン グ 調 査 に 関 す る 一 般 海 域 占 用 許 可 の 申 請 の 際 に 、2000

年 補 償 契 約 で 補 償 の 対 象 と な っ た 漁 業 者 を 利 害 関 係 人 に 含 め 、 そ の 同 意 書 と し て 2000 年

補 償 契 約 書 を 添 付 し て 申 請 し な け れ ば な ら な か っ た は ず で す 。

に も か か わ ら ず 、 2000 年 補 償 契 約 で 補 償 の 対 象 と な っ た 漁 業 者 を 利 害 関 係 人 に 含 め な

か っ た こ と は 、「 一 般 海 域 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 」 第 2 条 第 1 項 第 5 号 に 反 す る 違

法 行 為 に あ た り ま す 。

そ こ で 、 次 の 質 問 を い た し ま す 。

質 問 ①： 貴 職 は「 海 上 ボー リング調 査 について は 、2000 年 漁 業 補 償 契 約 ですで に同 意 をいただい

ている」 と主 張 され てい るが 、そ れな らば 、一 般 海 域 占 用 許 可 の 申 請 の 際 に 2000 年 漁 業

補 償 契 約 に基 づく 補 償 の 対 象 とな った 漁 業 者 を 利 害 関 係 人 に含 め 、2000 年 補 償 契 約 書

を同 意 書 として添 付 して申 請 しなければならなか ったのではないか？

何 故 そうしなか ったのか ？

質 問 ① に つ い て の 納 得 い く 説 明 を 要 求 い た し ま す 。

                                    以 上


